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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタイルパネルを壁材に取り付ける支持構造であって、
　前記壁材の前面に不陸調整して上から下にかけて間欠的に複数固定された横方向に延び
る横フレームと、
　前記横フレームに掛けられるように前記タイルパネルの後面に固定された縦方向に延び
る縦フレームと、
　前記縦フレームを挟持するように前記横フレームに固定された支持プレートと、
　前記縦フレームに固定され前記横フレームの上に載せられる荷重受けプレートと、を有
し、
　前記荷重受けプレートは、前記横フレームに掛かる前記タイルパネルの荷重を一点で支
えるために下方に向かって湾曲した突片を有する、
　ことを特徴とするタイルパネル支持構造。
【請求項２】
　前記横フレームは、一のタイルパネルとその上側に隣接する他のタイルパネルの間に配
置され、前記一のタイルパネルが前記他のタイルパネルに向かって上がらないように固定
されたせり上がり防止プレートを有する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のタイルパネル支持構造。
【請求項３】
　前記タイルパネルは、耐火パネルである、
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　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のタイルパネル支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大型タイルを乾式施工する場合において地震等の振動に追従可能なタイルパ
ネル支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の外壁としては、ＰＣ（プレキャストコンクリート）板、ＡＬＣ（高温高圧蒸気養
生された軽量気泡コンクリート）パネル、ＥＣＰ（押出成形セメント板）などがあり、表
面にタイルや石材などを貼り付けることで仕上げられる。なお、仕上げ方法としては、モ
ルタルを使用して直接タイル等を貼着する湿式工法や、壁面に固定した支持金具にタイル
等を引っ掛けて弾性接着剤で貼着する乾式工法などがある。
【０００３】
　湿式の場合、工期が長く職人の技量により品質に差が生じるが、乾式の場合、工期を短
縮できる上に一定の品質も確保できる。特許文献１に記載されているように、外装タイル
の乾式施工方法に関する発明も開示されている。
【０００４】
　また、地震などの振動により建物が傾くと貼着されたタイルに無理な力が掛かり、弾性
接着剤である程度は吸収できても、タイルが剥がれたり割れたりして落下するおそれがあ
る。特許文献２に記載されているように、タイルを固定する下地材自体が建物躯体に対し
て水平方向に相対移動可能に取り付けた発明も開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０５－０１８０８８号公報
【特許文献２】特許第３１７１５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、建物の外壁に１枚の大型のタイル又は複数の小型のタイルを貼り付けた
タイルパネルを取り付けた場合、地震などの振動時に高層階に行くほど揺れ幅が大きくな
り、タイルパネルの上部と下部とで大きく歪みが生じるので、水平方向に可動させてもそ
の歪みを吸収しきれなくなるという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、大型タイルを乾式施工する場合において地震等の振動に追従可能な
タイルパネル支持構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明は、大型のタイルパネルを乾式で壁材に取り付け
る支持構造であって、前記壁材の前面に上から下にかけて間欠的に複数段固定された横方
向に延びる横フレームと、前記横フレームに掛けられるように前記タイルパネルの後面に
左右両端及び中央に固定された縦方向に延びる縦フレームと、少なくとも前記縦フレーム
が固定されている位置であって、前記横フレームのうち最上段及び最下段又はその何れか
に固定された支持プレートと、前記横フレームのうち最上段のものが固定されている位置
であって、前記縦フレームのうち中央のものに固定された荷重受けプレートと、を有し、
前記支持プレートは、前記タイルパネルが横方向にずれないように前記縦フレームを支え
、前記荷重受けプレートは、前記タイルパネルの荷重を一点で支えるために、下方に向か
って湾曲した突片が前記横フレームの上に載せられる、ことを特徴とする。
【０００９】
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　また、前記タイルパネル支持構造において、前記タイルパネルは、タイルの下面を支持
するタイル受け金具が固定される、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、前記タイルパネル支持構造において、前記縦フレームは、前記横フレームに掛け
るための掛部を有し、前記横フレームは、前記縦フレームが掛けられる上縦片、及び前記
上縦片から連設され前記荷重受けプレートが載せられる中横片を有する、ことを特徴とす
る。
【００１１】
　また、前記タイルパネル支持構造において、前記支持プレートは、前記壁材が傾いたと
きに前記縦フレームに角が当たらないように当該角が切り落とされる、ことを特徴とする
。
【００１２】
　さらに、本発明は、複数のタイルパネルを壁材に取り付ける支持構造であって、前記壁
材の前面に不陸調整して上から下にかけて間欠的に複数固定された横方向に延びる横フレ
ームと、前記横フレームに掛けられるように前記タイルパネルの後面に固定された縦方向
に延びる縦フレームと、前記縦フレームを挟持するように前記横フレームに固定された支
持プレートと、前記縦フレームに固定され前記横フレームの上に載せられる荷重受けプレ
ートと、を有し、前記荷重受けプレートは、前記横フレームに掛かる前記タイルパネルの
荷重を一点で支えるために下方に向かって湾曲した突片を有する、ことを特徴とする。
【００１３】
　また、前記タイルパネル支持構造において、前記横フレームは、一のタイルパネルとそ
の上側に隣接する他のタイルパネルの間に配置され、前記一のタイルパネルが前記他のタ
イルパネルに向かって上がらないように固定されたせり上がり防止プレートを有する、こ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、前記タイルパネル支持構造において、前記タイルパネルは、耐火パネルである、
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、大型タイルを乾式施工する場合でも地震等の振動に追従させることが
できる。大型で重量のあるタイルパネルでも、壁面に対して一点で支持し、左右に揺動可
能であるため、振動による揺れ幅が大きくなってもタイルパネルに生じる歪みを吸収する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明であるタイルパネル支持構造の全体概要を示す正面図、平面図及び側面図
である。
【図２】本発明であるタイルパネル支持構造のＡ部を拡大した正面図、平面図及び側面図
である。
【図３】本発明であるタイルパネル支持構造の横フレームに縦フレームを掛けた状態を示
す背面斜視図である。
【図４】本発明であるタイルパネル支持構造の荷重受けプレートで一点支持した状態を示
す背面斜視図である。
【図５】本発明であるタイルパネル支持構造の縦フレームの位置に支持プレートを配した
状態を示す正面斜視図である。
【図６】本発明であるタイルパネル支持構造を備えた建物に歪みが発生した時の状態を示
す正面図である。
【図７】本発明であるタイルパネル支持構造の横フレームを示す正面図、平面図及び側面
図である。
【図８】本発明であるタイルパネル支持構造の縦フレームを示す正面図、平面図及び側面
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図である。
【図９】本発明であるタイルパネル支持構造の荷重受けプレートを示す正面図、平面図及
び側面図である。
【図１０】本発明であるタイルパネル支持構造の支持プレートを示す正面図、平面図及び
側面図である。
【図１１】本発明であるタイルパネル支持構造のＢ部を拡大した正面図、平面図及び側面
図である。
【図１２】本発明であるタイルパネル支持構造のタイル受け金具を示す正面図、平面図及
び側面図である。
【図１３】本発明であるタイルパネル支持構造において耐火パネルを用いた場合を示す正
面図、平面図及び側面図である。
【図１４】本発明であるタイルパネル支持構造において耐火パネルを用いた場合の横フレ
ームを示す正面図、平面図及び側面図である。
【図１５】本発明であるタイルパネル支持構造において耐火パネルを用いた場合の荷重受
けプレートを示す正面図、平面図及び側面図である。
【図１６】本発明であるタイルパネル支持構造において耐火パネルを用いた場合の支持プ
レートを示す正面図、平面図及び側面図である。
【図１７】本発明であるタイルパネル支持構造において耐火パネルを用いた場合のせり上
がり防止金具を示す正面図、平面図及び側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。同一機能を有する
ものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
【実施例１】
【００１８】
　まず、本発明であるタイルパネル支持構造の概要について説明する。図１は、タイルパ
ネル支持構造の全体概要を示す（ａ）正面図、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図である。
なお、（ａ）正面図においてタイルパネルは透過した状態で示す。なお、建物の外方に向
かう側を前（表）とし、内方に向かう側を後（裏）とする。また、（ａ）正面図において
、タイルパネルは透過した状態で示す（図２及び図１１も同様）。
【００１９】
　図１に示すように、建物１００の壁材２００には、タイルパネル４００が乾式工法によ
って取り付けられる。壁材２００は、建物１００の外壁として使用される建材であり、Ｐ
Ｃ（プレキャストコンクリート）板、ＡＬＣ（高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリ
ート）パネル、ＥＣＰ（押出成形セメント板）などを使用しても良い。壁材２００は、胴
縁２１０を下地部材としてビス２２０で固定される。胴縁２１０は、断面がＣ状のリップ
溝形鋼（Ｃチャンネル）等の材軸方向に長い鋼材である。なお、壁材２００の下端には水
切り２３０を取り付けても良い。
【００２０】
　壁材２００の前面には、複数の横フレーム３００が固定され、タイルパネル４００も後
面には、複数の縦フレーム５００が固定され、横フレーム３００に縦フレーム５００を掛
けることにより、壁材２００にタイルパネル４００を取り付ける。
【００２１】
　横フレーム３００は、横方向に延びる金具であり、壁材２００の前面に上から下にかけ
て間欠的に複数段が配置される。横フレーム３００は、タイルパネル４００の上部近辺に
配置される最上段と、タイルパネル４００の下部近辺に配置される最下段との間には、任
意の本数が配置されれば良い。また、横フレーム３００は、胴縁２１０の位置において壁
材２００を固定しているビス２２０を利用して、壁材２００に固定されれば良い。
【００２２】
　タイルパネル４００は、１枚の大型のタイル又は複数の小型のタイルが貼着された装飾
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材である。タイルには、陶磁器などの板材の他に、薄いシート状にした石材も含まれる。
タイルパネル４００は、予めタイルを貼った状態で製造しても良いし、壁材２００へ取り
付ける時にタイルを貼り付けても良い。なお、タイルパネル４００が大型になると、建物
１００が地震等の振動により歪みを生じたときに、影響を大きく受けることになる。
【００２３】
　縦フレーム５００は、縦方向に延びる金具であり、タイルパネル４００の後面に複数本
が配置される。縦フレーム５００は、少なくともタイルパネル４００の左端と中央と右端
に配置され、それらの間には任意に配置しても良い。
【００２４】
　縦フレーム５００には、荷重受けプレート６００が固定される。荷重受けプレート６０
０は、最上段の横フレーム３００が固定されている位置に合わせて、中央の縦フレーム５
００に取り付けられる。荷重受けプレート６００は、タイルパネル４００に１個あれば良
い。縦フレーム５００を横フレーム３００に掛けたときに、荷重受けプレート６００が横
フレーム３００の上に載る。タイルパネル４００の荷重は、荷重受けプレート６００に掛
かり、横フレーム３００との接点において一点で支持される。
【００２５】
　横フレーム３００には、支持プレート７００が固定される。支持プレート７００は、少
なくとも左端の縦フレーム５００、中央の縦フレーム５００及び右端の縦フレーム５００
が固定されている位置に合わせて、最上段の横フレーム３００と最下段の横フレーム３０
０に取り付けられる。また、中間の縦フレーム５００が固定されている位置に合わせて取
り付けても良いし、中間の横フレーム３００にも取り付けても良い。縦フレーム５００を
横フレーム３００に掛けたときに、タイルパネル４００が横方向にずれないように、支持
プレート７００で縦フレーム５００を押さえる。
【００２６】
　タイルパネル４００には、タイルの下面を支えるためのタイル受け金具８００が固定さ
れる。タイル受け金具８００は、タイルが載るように、前方に突出させた金具である。タ
イル受け金具８００は、縦フレーム５００をタイルパネル４００に固定しているビスを利
用して、タイルパネル４００の下部に固定されれば良い。
【００２７】
　次に、タイルパネル支持構造における上部の構造について説明する。図２は、タイルパ
ネル支持構造のＡ部（図１において点線で囲んだ上部中央）付近を拡大した（ａ）正面図
、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図である。
【００２８】
　図２に示すように、タイルパネル４００は、壁材２００には固定されておらず、荷重受
けプレート６００によって一点で支持される。また、タイルパネル４００は、支持プレー
ト７００によって位置がずれないように保持される。
【００２９】
　タイルパネル４００は、マグネシウム板などの下地材４２０に、弾性接着剤などの接着
剤４３０を用いて、タイル４１０が貼着されたものである。天然石を薄く剥がしてシート
状にした石材を大きなサイズで使用する場合は、タイルパネル４００のサイズもそれに合
わせて大きくなる。
【００３０】
　下地材４２０の前側から後側にビスを貫通させて、下地材４２０の後面に縦フレーム５
００が固定される。縦フレーム５００の後側には、ビス４４０ａを用いて荷重受けプレー
ト６００が固定される。横フレーム３００の前側には、ビス４４０ｂを用いて支持プレー
ト７００が固定される。
【００３１】
　図３は、タイルパネル支持構造の横フレームに縦フレームを掛けた状態を示す背面斜視
図である（壁材がない状態）。図５は、タイルパネル支持構造の縦フレームの位置に支持
プレートを配した状態を示す正面斜視図である（タイルパネルがない状態）。図４は、タ
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イルパネル支持構造の荷重受けプレートで一点支持した状態を示す背面斜視図である（壁
材がない状態）。
【００３２】
　図３に示すように、横フレーム３００に対して、縦フレーム５００が掛けられる。タイ
ルパネル４００が前後にズレないように掛かっているだけで、タイルパネル４００を持ち
上げれば、取り外すことが可能である。
【００３３】
　図４に示すように、縦フレーム５００は、横フレーム３００において支持プレート７０
０が取り付けられている位置に掛けられる。なお、支持プレート７００が前側、荷重受け
プレート６００が後側に来るように掛けられる。
【００３４】
　図５に示すように、横フレーム３００と縦フレーム５００とは奥まで嵌合している訳で
はなく、横フレーム３００に荷重受けプレート６００が載ることで支持される。タイルパ
ネル４００の荷重は、荷重受けプレート６００と横フレーム３００の接点でのみ受けてい
る。
【００３５】
　図６は、タイルパネル支持構造を備えた建物に（ａ）歪みが発生していない時の状態及
び（ｂ）歪みが発生した時の状態を示す正面図である。図６に示すように、地震などの振
動時に、建物１００は高層階に行くほど揺れ幅が大きくなり、その傾きに伴う建物１００
の歪みによってタイルパネル４００の上部と下部とで垂直方向の位置に大きくズレ２４０
が生じる。
【００３６】
　壁材２００とタイルパネル４００とが弾性接着剤などで接着されていると、建物１００
に生じた歪みを弾性接着剤で吸収することができず、タイルパネル４００が損傷する。そ
のため、タイルパネル４００を壁材２００に接着せず、タイルパネル４００の中央にある
荷重受けプレート６００で揺動可能に支持する。タイルパネル４００に固定された縦フレ
ーム５００が、壁材２００に固定された横フレーム３００の支持プレート７００の位置に
合うように、タイルパネル４００が傾く。すなわち、建物１００の傾きに追従してタイル
パネル４００も傾くようになる。
【００３７】
　各部材について説明する。図７は、タイルパネル支持構造の横フレームを示す（ａ）正
面図、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図である。図８は、タイルパネル支持構造の縦フレ
ームを示す（ａ）正面図、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図である。図９は、タイルパネ
ル支持構造の荷重受けプレートを示す（ａ）正面図、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図で
ある。図１０は、タイルパネル支持構造の支持プレートを示す（ａ）正面図、（ｂ）平面
図及び（ｃ）右側面図である。
【００３８】
　図７に示すように、横フレーム３００は、横方向に長い板材を、縦断面がクランク状に
なるように折り曲げた金具である。横フレーム３００は、前側に垂立する上縦片３１０、
後側に垂立する下縦片３３０、及び上縦片３１０の下端と下縦片３３０の上端を繋ぐよう
に連設された中横片３２０等からなる
【００３９】
　上縦片３１０は、縦フレーム５００を掛けるために壁材２００から浮かした部分であり
、支持プレート７００も取り付けられる。中横片３２０は、荷重受けプレート６００を載
せる部分である。
【００４０】
　下縦片３３０は、壁材２００に固定される部分である。下縦片３３０には、ルーズホー
ル状の留孔３４０と円状の留孔３４０ａとが交互に空けられ、任意の位置にビス２２０を
通すことが可能である。
【００４１】
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　図８に示すように、縦フレーム５００は、縦方向に長い板材を、横断面がＵ字状になる
ように折り曲げた金具である。縦フレーム５００は、左側の側縦片５１０、右側の側縦片
５１０、及び左右両側の側縦片５１０の前端を繋ぐように連設された前縦片５２０等から
なる。
【００４２】
　側縦片５１０は、横フレーム３００に掛けるために、後方に突出させた部分であり、荷
重受けプレート６００も取り付けられる。側縦片５１０には、横フレーム３００に掛ける
ための掛部５３０が形成される。掛部５３０は、横フレーム３００の位置に合わせて切り
欠き、上部をフック状に下垂させて、横フレーム３００の上縦片３１０に掛けられるよう
にすれば良い。
【００４３】
　側縦片５１０には、掛部５３０の上側あたりに留孔５４０が空けられる。左側の側縦片
５１０から右側の側縦片５１０にかけて後側を渡すように、荷重受けプレート６００を取
り付けるときに、ビス４４０ａを通すことが可能である。前縦片５２０は、タイルパネル
４００に固定される部分である。
【００４４】
　図９に示すように、荷重受けプレート６００は、板材を横断面が逆Ｕ字状になるように
折り曲げた金具である。荷重受けプレート６００は、左側の側縦片６１０、右側の側縦片
６１０、左右両側の側縦片６１０の後端を繋ぐように連設された後縦片６２０、後縦片６
２０から下方に突出させた突片６３０等からなる。
【００４５】
　側縦片６１０は、縦フレーム５００に固定される部分である。左側の側縦片６１０と右
側の側縦片６１０との間隔は、縦フレーム５００の幅（板材の厚さを考慮した幅）となる
。縦フレーム５００の後側を後縦片６２０で塞ぐように荷重受けプレート６００を被せれ
ば良い。
【００４６】
　縦フレーム５００の留孔５４０の位置に合わせて、側縦片６１０にもビス４４０ａを通
すための留孔６６０が空けられる。また、縦フレーム５００を横フレーム３００に掛ける
ための掛部５３０が側縦片６１０によって塞がれないように、側縦片６１０には、縦フレ
ーム５００の掛部５３０に合わせて、切欠き６５０が空けられる。
【００４７】
　突片６３０の下端には、円弧状に突出させた湾曲部６４０を有する。突片６３０の湾曲
部６４０が横フレーム３００の中横片３２０の上に載せられる。湾曲部６４０上の一点だ
けが横フレーム３００に載っており、タイルパネル４００の荷重がその一点に集中する。
また、湾曲しているためタイルパネル４００を傾かせることも可能である。
【００４８】
　なお、突片６３０の縦長は、縦フレーム５００を横フレーム３００に掛けたときに、横
フレーム３００の上縦片３１０の上端に、縦フレーム５００の掛部５３０が載って、タイ
ルパネル４００の荷重が掛からないような長さにする。
【００４９】
　図１０に示すように、支持プレート７００は、板材を縦断面がコの字状になるように折
り曲げた金具である。支持プレート７００は、上側の側横片７１０、下側の側横片７１０
、上下両側の側横片７１０の後端を繋ぐように連設された後縦片７２０等からなる。
【００５０】
　側横片７１０は、横フレーム３００から前側に突出させる部分である。側横片７１０は
、縦フレーム５００の左側の側縦片５１０と右側の側縦片５１０の間に入ることが可能な
幅で設けられる。後縦片７２０には、留孔７４０が空けられる。横フレーム３００の上縦
片３１０に固定するときに、ビス４４０ｂを通すことが可能である。
【００５１】
　側横片７１０を縦フレーム５００に嵌め込むことで、タイルパネル４００の横方向への
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位置ズレを抑制する。側横片７１０には、壁材２００が傾いたときに、縦フレーム５００
に角が当たらないように、角の部分に切落し７３０が形成される。なお、切落し７３０は
、斜めに切り落としても良いし、角を丸めても良い。
【００５２】
　次に、タイルパネル支持構造における下部の構造について説明する。図１１は、タイル
パネル支持構造のＢ部（図１において点線で囲んだ下部中央）付近を拡大した（ａ）正面
図、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図である。なお、（ａ）正面図においてタイルパネル
は透過した状態で示す。図１２は、タイルパネル支持構造のタイル受け金具を示す（ａ）
正面図、（ｂ）平面図及び（ｃ）右側面図である。
【００５３】
　図１１に示すように、タイルパネル４００は、横フレーム３００に固定した支持プレー
ト７００を縦フレーム５００に嵌合させることで、横方向に位置がずれないように保持さ
れる。なお、支持プレート７００は、縦フレーム５００に沿って動くことは可能である。
支持プレート７００は、少なくとも縦フレーム５００が固定されている位置であって、横
フレーム３００のうち最上段及び最下段又はその何れかに固定される。
【００５４】
　タイルパネル４００は、タイル４１０を接着剤４３０で下地材４２０に貼っただけなの
で、タイル受け金具８００でタイル４１０の下面を支える。タイル受け金具８００は、縦
フレーム５００をタイルパネル４００に固定するために使用されるビス４４０を利用して
、下地材４２０と縦フレーム５００の間に挟み込むように固定されれば良い。
【００５５】
　図１２に示すように、タイル受け金具８００は、横方向に長い板材を、縦断面がＬ字状
になるように折り曲げた金具である。タイル受け金具８００は、後側に垂立する後縦片８
１０、及び後縦片８１０の下端から前方に突出するように連設された下横片８２０等から
なる。タイル受け金具８００は、タイルパネル４００と同じ幅にすれば良い。
【００５６】
　後縦片８１０は、タイルパネル４００に固定される部分である。下横片８２０は、タイ
ル４１０を載せる部分である。タイル４１０の厚さだけ前方に突出していれば良い。タイ
ル４１０を支持すれば良いので、部分的又は間欠的に突出するだけでも良い。
【実施例２】
【００５７】
　次に、タイルパネル支持構造において耐火パネルを用いた場合について説明する。図１
３は、耐火パネルを示す（ａ）正面図（タイル透過）、（ｂ）Ａ－Ａで切断した断面を示
す平面図及び（ｃ）側面図である。図１４は、横フレームを示す（ａ）正面図、（ｂ）平
面図及び（ｃ）側面図である。図１５は、荷重受けプレートを示す（ａ）正面図、（ｂ）
平面図及び（ｃ）側面図である。図１６は、支持プレートを示す（ａ）正面図、（ｂ）平
面図及び（ｃ）側面図である。図１７は、せり上がり防止金具を示す（ａ）正面図、（ｂ
）平面図及び（ｃ）側面図である。
【００５８】
　図１３に示すように、耐火パネル９００は、建物の壁材９９０に対して不陸調整金具９
８０を用いて壁面の凹凸を調整した上で、複数の耐火性のあるタイルパネル９５０、９５
０ａが取り付けられる。なお、タイルパネル９５０、９５０ａ間の目地９５０ｂには耐火
性のあるシーラント等を充填すれば良い。
【００５９】
　壁材９９０は、コンクリートやセメント板であり、ボルトやアンカーなどを打ち込んで
不陸調整金具９８０が取り付けられる。不陸調整金具９８０は、上下に隣接するタイルパ
ネル９５０、９５０ａ間を跨ぐように配置され、タイルパネル９５０、９５０ａを連にす
るとともに、タイルパネル９５０、９５０ａを乾式で取り付ける際の金具として利用され
る。
【００６０】
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　タイルパネル９５０は、陶磁器質のセラミックタイル等であり、複数のタイルを並置し
たものでも良い。タイルパネル９５０の裏面には、下地材として不燃性の耐火板９６０、
９６０ａを接着剤（弾性系や無機質系など）で貼り付けることにより耐火性を持たせる。
なお、耐火板９６０、９６０ａは、例えばマグネシウム板であり、それらを重ねたもので
も良い。
【００６１】
　耐火パネル９００は、壁材９９０の前面に不陸調整して上から下にかけて間欠的に複数
固定された横方向に延びる横フレーム９１０、横フレーム９１０に掛けられるように耐火
パネル９００の後面に固定された縦方向に延びる縦フレーム９７０、縦フレーム９７０を
挟持するように横フレーム９１０に固定された支持プレート９３０、縦フレーム９７０に
固定され横フレーム９１０の上に載せられる荷重受けプレート９２０等を有する。
【００６２】
　横フレーム９１０は、隣接する下側のタイルパネル９５０と上側のタイルパネル９５０
ａの間に配置され、不陸調整金具９８０に対してビス等で固定される。横フレーム９１０
の下部においては、下側のタイルパネル９５０を支持し、横フレーム９１０の上部におい
ては、上側のタイルパネル９５０ａを支持する。なお、横フレーム９１０とタイルパネル
９５０、９５０ａとは直接には固定されず、着脱可能に係止される。
【００６３】
　縦フレーム９７０は、金属製や樹脂製の角パイプなどが用いられ、タイルパネル９５０
（９５０ａ）の中央に接着剤などで固定される。横フレーム９１０と縦フレーム９７０と
は、それらが交差する位置又はその付近で係止される。
【００６４】
　支持プレート９３０は、タイルパネル９５０（９５０ａ）が横方向などにずれないよう
に、縦フレーム９７０を押さえる。支持プレート９３０は、例えば、縦フレーム９７０の
左側と右側から挟み込むように、横フレーム９１０に対してビス等で固定される。なお、
下側のタイルパネル９５０の位置ズレを防止する支持プレート９３０と、上側のタイルパ
ネル９５０ａの位置ズレを防止する支持プレート９３０ａとを設けても良い。
【００６５】
　荷重受けプレート９２０は、縦フレーム９７０と横フレーム９１０とが交差する位置付
近において、縦フレーム９７０に対してビス等で固定される。荷重受けプレート９２０は
、下側のタイルパネル９５０の上部に取り付けられ、横フレーム９１０に載せられること
で、横フレーム９１０に掛かるタイルパネル９５０の荷重を一点で支える。また、上側の
タイルパネル９５０ａの下部に固定プレート９２０ａを取り付けても良い。
【００６６】
　せり上がり防止プレート９４０は、下側のタイルパネル９５０と上側のタイルパネル９
５０ａの間の位置において、横フレーム９１０に対してビス等で固定される。下側のタイ
ルパネル９５０が上側のタイルパネル９５０ａに向かって上がらないように押さえ、タイ
ルパネル９５０が当たった際に、タイルパネル９５０が傾いていたとしても、それに応じ
て回動可能である。
【００６７】
　図１４に示すように、横フレーム９１０は、横方向に長い金属板を折り曲げた金具であ
る。横フレーム９１０は、下部の下側受け９１１、上部の上側受け９１２、中間部の中片
９１３等からなる。
【００６８】
　下側受け９１１は、横フレーム９１０の下部を手前側にフック状に折り返した部分であ
り、内側に荷重受けプレート９２０が掛けられる。また、前片９１１ａに支持プレート９
３０が固定される。
【００６９】
　上側受け９１２は、横フレーム９１０の上部を手前側にクランク状に折り曲げた部分で
あり、内側に固定プレート９２０ａが掛けられる。また、前片９１２ａに支持プレート９
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３０ａが固定される。
【００７０】
　中片９１３は、横フレーム９１０の中間部の平坦な部分であり、不陸調整金具９８０に
当接される。中片９１３には間欠的に長孔や丸孔などの留孔９１４、９１４ａが複数貫通
しており、ビス等を通して不陸調整金具９８０に固定される。
【００７１】
　図１５に示すように、荷重受けプレート９２０は、金属板を横断面が逆Ｕ字状になるよ
うに折り曲げた金具である。荷重受けプレート９２０は、左部及び右部の側片９２１、中
間部の中片９２２等からなる。
【００７２】
　側片９２１は、縦フレーム９７０に固定される部分であり、左部と右部の間隔を縦フレ
ーム９７０の幅とし、縦フレーム９７０に被せるように取り付ける。側片９２１には複数
の留孔９２６が貫通し、ビス等を通して縦フレーム９７０に固定される。
【００７３】
　中片９２２は、左右の側片９２１を繋ぐ部分である。また、中片９２２の下部には、側
片９２１よりも下方に突出した突片９２３が形成される。突片９２３は、下面が下方に盛
り上がるように湾曲部９２４が形成される。
【００７４】
　突片９２３は、横フレーム９１０の下側受け９１１に入る部分であり、湾曲部９２４の
何れか一点を先端として下側受け９１１に載せられる。また、側片９２１の下部も、横フ
レーム９１０の下側受け９１１に入る部分であり、少なくとも縦フレーム９７０と重なる
部分は切欠き９２５となる。
【００７５】
　横フレーム９１０に掛かるタイルパネル９５０の荷重が、湾曲部９２４と下側受け９１
１の接点に集中する。横フレーム９１０がタイルパネル９５０の荷重を一点で支持するこ
とにより、地震などの振動に対してタイルパネル９５０が揺動可能であり、タイルパネル
９５０に生じる歪みが吸収される。
【００７６】
　なお、固定プレート９２０ａも荷重受けプレート９２０と同様の形状であるが、横フレ
ーム９１０の上側受け９１２でタイルパネル９５０ａの荷重を受ける必要はなく、固定プ
レート９２０ａの下部が上側受け９１２に入っていれば十分であり、突片９２３は設けな
い。
【００７７】
　図１６に示すように、支持プレート９３０は、金属板の縦断面がコ字状になるように折
り曲げた金具である。支持プレート９３０は、上部及び下部の側片９３１、中間部の中片
９３２等からなる。なお、支持プレート９３０ａも同様である。
【００７８】
　側片９３１は、手前側に突出する部分である。支持プレート９３０は、縦フレーム９７
０が配される位置の左側及び右側に設けられる。すなわち、縦フレーム９７０の幅を空け
て横フレーム９１０に取り付けられる。支持プレート９３０を縦フレーム９７０の左右両
側から挟むように配置することで、縦フレーム９７０の横ズレを防止する。
【００７９】
　また、振動などで側片９３１の角が縦フレーム９７０に当たるのを抑えるために、縦フ
レーム９７０と接する側に湾曲部９３３が形成される。そのため、左側と右側の支持プレ
ート９３０は、左右対称に配置される。
【００８０】
　中片９３２は、上下の側片９３１を繋ぐ部分である。中片９３２には、留孔９３４が貫
通し、支持プレート９３０の場合は、ビス等を通して横フレーム９１０の下側受け９１１
の前片９１１ａに固定される。また、支持プレート９３０ａの場合は、横フレーム９１０
の上側受け９１２の前片９１２ａに固定される。
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【００８１】
　図１７に示すように、せり上がり防止プレート９４０は、金属板の縦断面がＬ字状にな
るように折り曲げた金具である。せり上がり防止プレート９４０は、垂直な上部の縦片９
４１、水平な下部の横片８２０等からなる。
【００８２】
　縦片９４１は、横フレーム９１０に固定される平坦な部分である。縦片９４１には、留
孔９４４が貫通し、横フレーム９１０の上側受け９１２の下側に、上側の留孔９１４ａに
ビス等を通して留められる。
【００８３】
　横片８２０は、手前側に突出する部分である。横片８２０は、荷重受けプレート９２０
の上方に延びるように配置される。振動などでタイルパネル９５０が持ち上がっても、荷
重受けプレート９２０などが横片８２０に当たることで、それ以上せり上がることを防止
する。
【００８４】
　留孔９４４は長孔であり、１点で留められているので、せり上がり防止プレート９４０
は、強い力によって上下に僅かにスライド移動及び回動可能である。また、縦片９４１の
上面を湾曲部９４３とすることにより、せり上がり防止プレート９４０が上に移動して上
側受け９１２に当たっても回動が確保されており、振動などに追従可能である。
【００８５】
　本発明によれば、大型タイルを乾式施工する場合でも地震等の振動に追従させることが
できる。大型で重量のあるタイルパネルでも、壁面に対して一点で支持し、左右に揺動可
能であるため、振動による揺れ幅が大きくなってもタイルパネルに生じる歪みを吸収する
ことができる。
【００８６】
　以上、本発明の実施例を述べたが、これらに限定されるものではない。例えば、タイル
パネル４００は、下地材４２０を先に製造しておいて後から１枚の大型又は複数の小型の
タイル４１０を貼り付けても良いし、予め下地材４２０に１枚の大型又は複数の小型のタ
イル４１０を貼り付けた状態で製造しても良い。
【００８７】
　また、支持プレートは、縦フレームを押さえることができれば良いので、例えば、円盤
状など突出していればその他の形状にしても良い。
【００８８】
　建物の壁面に壁材がない場合でも、１階から２階まで届くような大型のタイルパネルを
使用して開口部を塞ぐことが可能である。
【符号の説明】
【００８９】
　１００：建物
　２００：壁材
　２１０：胴縁
　２２０：ビス
　２３０：水切り
　２４０：ズレ
　３００：横フレーム
　３１０：上縦片
　３２０：中横片
　３３０：下縦片
　３４０：留孔
　４００：タイルパネル
　４１０：タイル
　４２０：下地材
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　４３０：接着剤
　４４０：ビス
　５００：縦フレーム
　５１０：側縦片
　５２０：前縦片
　５３０：掛部
　５４０：留孔
　６００：荷重受けプレート
　６１０：側縦片
　６２０：後縦片
　６３０：突片
　６４０：湾曲部
　６５０：切欠き
　６６０：留孔
　７００：支持プレート
　７１０：側横片
　７２０：後縦片
　７３０：切落し
　７４０：留孔
　８００：タイル受け金具
　８１０：後縦片
　８２０：下横片
　９００：耐火パネル
　９１０：横フレーム
　９１１：下側受け
　９１１ａ：前片
　９１２：上側受け
　９１２ａ：前片
　９１３：中片
　９１４：留孔
　９１４ａ：留孔
　９２０：荷重受けプレート
　９２０ａ：固定プレート
　９２１：側片
　９２２：中片
　９２３：突片
　９２４：湾曲部
　９２５：切欠き
　９２６：留孔
　９３０：支持プレート
　９３０ａ：支持プレート
　９３１：側片
　９３２：中片
　９３３：湾曲部
　９３４：留孔
　９４０：せり上がり防止プレート
　９４１：縦片
　９４２：横片
　９４３：湾曲部
　９４４：留孔
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　９５０：タイルパネル
　９５０ａ：タイルパネル
　９５０ｂ：目地
　９６０：耐火板
　９６０ａ：耐火板
　９７０：縦フレーム
　９８０：不陸調整金具
　９９０：壁材
【要約】
　大型タイルを乾式施工する場合において地震等の振動に追従可能にする。
　壁材の前面に上から下にかけて間欠的に複数段固定された横方向に延びる横フレームと
、前記横フレームに掛けられるようにタイルパネルの後面に左右両端及び中央に固定され
た縦方向に延びる縦フレームと、少なくとも前記縦フレームが固定されている位置であっ
て、前記横フレームのうち最上段及び最下段又はその何れかに固定された支持プレートと
、前記横フレームのうち最上段のものが固定されている位置であって、前記縦フレームの
うち中央のものに固定された荷重受けプレートと、を有し、前記支持プレートは、前記タ
イルパネルが横方向にずれないように前記縦フレームを支え、前記荷重受けプレートは、
前記タイルパネルの荷重を一点で支えるために、下方に向かって湾曲した突片が前記横フ
レームの上に載せられる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(16) JP 6544785 B1 2019.7.17

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】
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